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１【提出理由】

当社の親会社及び主要株主に異動がありますので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関す

る内閣府令第19条第２項第３号及び第４号の各規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

１．親会社の異動（新たに親会社になる会社）

(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

①親会社となるもの

名称 株式会社ファミリーマート

住所 東京都豊島区東池袋三丁目１番1号

代表者の氏名 代表取締役社長　中山　勇

資本金の額 16,658百万円（連結）

事業の内容 フランチャイズシステムによるコンビニエンスストア事業
 

 
②親会社でなくなるもの

名称 ユニーグループ・ホールディングス株式会社

住所 愛知県稲沢市天池五反田町１番地

代表者の氏名 代表取締役社長　佐古　則男

資本金の額 22,187百万円（連結）

事業の内容
総合小売り、コンビニエンスストア、専門店、金融サービス事業などで構成さ
れる企業グループの運営企画・管理（純粋持株会社）

 

 
(2)当該異動の前後における当社の親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

①親会社となるもの

株式会社ファミリーマート

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 ―個 ―％

異動後 74,934個 62.88％
 

（注）１．異動後の「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、当社が平成28年５月13日に提出した第

31期有価証券報告書に記載された平成28年２月20日現在の総株主の議決権の数（119,162個）を分母とし

て計算しております。

２．株式会社ファミリーマートは吸収合併の効力発生日（平成28年９月１日予定）にユニー・ファミリー

マートホールディングス株式会社に商号変更する予定です。

 
②親会社でなくなるもの

ユニーグループ・ホールディングス株式会社

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 74,934個 62.88％

異動後 ―個 ―％
 

（注）異動前の「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、当社が平成28年５月13日に提出した第31期有

価証券報告書に記載された平成28年２月20日現在の総株主の議決権の数（119,162個）を分母として計算して

おります。
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(3)当該異動の理由及びその年月日

①当該異動の理由

平成28年５月26日開催の株式会社ファミリーマート及びユニーグループ・ホールディングス株式会社の定時株

主総会において吸収合併契約が承認可決されたため、合併効力発生日である平成28年９月１日付けで、ユニーグ

ループ・ホールディングス株式会社が所有する当社の全株式が、株式会社ファミリーマートに承継され、当社の

総株主の議決権所有割合が62.88%となります。

なお、株式会社ファミリーマートは吸収合併の効力発生日（平成28年９月１日予定）にユニー・ファミリー

マートホールディングス株式会社に商号変更する予定です。

②当該異動の年月日

平成28年９月１日（予定）

 
２．主要株主の異動

(1)当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

①新たに主要株主となるもの

株式会社ファミリーマート

②主要株主でなくなるもの

ユニーグループ・ホールディングス株式会社

 

(2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

株式会社ファミリーマート

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 ―個 ―％

異動後 74,934個 62.88％
 

（注）１．異動後の「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、当社が平成28年５月13日に提出した第

31期有価証券報告書に記載された平成28年２月20日現在の総株主の議決権の数（119,162個）を分母とし

て計算しております。

２．株式会社ファミリーマートは吸収合併の効力発生日（平成28年９月１日予定）にユニー・ファミリー

マートホールディングス株式会社に商号変更する予定です。

 
ユニーグループ・ホールディングス株式会社

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 74,934個 62.88％

異動後 ―個 ―％
 

（注）異動前の「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、当社が平成28年５月13日に提出した第31期有

価証券報告書に記載された平成28年２月20日現在の総株主の議決権の数（119,162個）を分母として計算して

おります。

 
(3)当該異動の年月日

平成28年９月１日（予定）

 
(4)本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額　　　　　　　 1,229,250,000円

発行済株式総数　　普通株式　12,051,384株

以　上
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